
大和市告示第６号 

大和市民間保育所等物価高騰対策支援金事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和６年１月１５日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市民間保育所等物価高騰対策支援金事業実施要綱の一部を改正する要綱 

大和市民間保育所等物価高騰対策支援金事業実施要綱（令和５年大和市告示第１５１号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「光熱費の増額分に対し」を削る。 

第２条第１号中「児童福祉法」を「認可保育所（児童福祉法」に、「設置する保育所」を「設置

するものをいう。別表第１において同じ。）」に改め、同条第２号中「法第６条の３第１０項」を

「小規模保育事業（法第６条の３第１０項」に改め、「小規模保育事業」の次に「をいう。別表第

１において同じ。）」を加え、同条第３号中「法第６条の３第１４項」を「ファミリーサポートセ

ンター（法第６条の３第１４項」に改め、「事業所」の次に「をいう。別表第１において同

じ。）」を加え、同条第４号中「法第５９条の２第１項」を「認可外保育施設（法第５９条の２第

１項」に改め、「）」の次に「をいう。別表第１において同じ。）」を加え、同条第５号中「就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」を「認定こども園（就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に改め、「認定こども園」の

次に「をいう。別表第１において同じ。）」を加え、同条第６号中「学校教育法」を「幼稚園（学

校教育法」に改め、「幼稚園」の次に「をいう。別表第１において同じ。）」を加える。 

第３条を次のように改める。 

（補助の対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、第５条の規定による申請（以下「申請」という。）の時点におい

て民間保育所等を運営する者であって、少なくとも令和６年３月３１日までの間、事業の廃止又

は休止（神奈川県又は本市への届出を行わない場合を含む。）をせず、その運営を継続する予定

であるものとする。 

第４条及び第５条を削る。 

第６条第１項を次のように改める。 

  支援金の額は、別表第１に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。 

第６条第２項及び第３項を削り、同条第４項中「第１項」を「前項」に、「支援期間を対象」を

「令和５年１０月から令和６年３月までを対象期間」に改め、「寄附金等を」の次に「他の地方公



共団体から」を加え、同項を同条第２項とし、同条第５項を削り、同条を第４条とする。 

第７条第１項中「大和市民間保育所等物価高騰対策支援金交付申請書」を「大和市民間保育所等

物価高騰対策支援金交付（変更）申請書」に改め、同項中第２号から第４号までを削り、第５号を

第２号とし、同条第２項を削り、同条を第５条とする。 

第８条中「前条第１項」を「前条」に改め、同条を第６条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（変更の申請） 

第７条 前２条の規定は、申請内容に変更があった場合（金額の変更を伴う場合に限る。）につい

て準用する。 

第９条を第８条とする。 

第１０条中「別表」を「別表第２」に改め、同条を第９条とし、第１１条を第１０条とする。 

別表中「第１０条」を「第８条」に改め、同表第１号様式の項中「大和市民間保育所等物価高騰

対策支援金交付申請書」を「大和市民間保育所等物価高騰対策支援金交付（変更）申請書」に、

「第７条」を「第５条及び第７条」に改め、同表第２号様式の項中「第７条」を「第５条及び第７

条」に改め、同表第３号様式の項を削り、同表第４号様式の項中「第４号様式」を「第３号様式」

に、「第８条」を「第６条及び第７条」に改め、同表第５号様式の項中「第５号様式」を「第４号

様式」に、「第８条」を「第６条及び第７条」に改め、同表を別表第２とし、附則の次に次の１表

を加える。 

 



別表第１（第４条関係） 

区分 支援金の額 

認可保育所 ６０，０００円 

小規模保育事業を実施する施設 １０，０００円 

ファミリーサポートセンター及び認可外保育施設 ５，０００円 

認定こども園及び幼稚園 １２０，０００円 

第２条第７号に掲げる事業所 １３，０００円 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の大和市民間保育所等物価高騰対策支援金事業

実施要綱の規定により支給決定された支援金については、なお従前の例による。 

 


